
愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第３節 心筋梗塞等の心血管疾患対策 
 【現状と課題】                  

第３節 心筋梗塞等の心血管疾患対策 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ 心疾患の患者数等 
○ 平成29年患者調査（厚生労働省）で、
虚血性心疾患の受療率（人口10万人対）
をみると、入院受療率は、全国が12人
に対して本県は8人、外来受療率は、全
国が44人に対して本県は52人です。 
○ 本県の虚血性心疾患の年齢調整死亡
率（人口10万対）は、男性が平成17
（2005）年は44.1（42.2）、平成22（2010）
年は33.5（36.9）、平成27（2015）年は
26.3（31.3）、女性が平成17（2005）年
は20.1（18.5）、平成22（2010）年は15.4
（15.3）、平成27（2015）年は11.6（11.8）
となっています。   *（ ）は全国値

２ 予防
 ○ 高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、
過度の飲酒などは、心筋梗塞の危険因
子とされており、生活習慣の改善や適
切な治療が重要です。 

 ○ 平成 20（2008）年度から、医療保険
者による特定健康診査・特定保健指導
が実施されており、本県の特定健康診
査実施率は 55.6％（平成 30（2018）年
度）、定保健指導実施率は 25.0％（平成
30（2018）年度）です。（全国の特定健
康診査実施率：54.7％、特定保健指導
実施率 23.2％） 
また、後期高齢者医療の被保険者が
受診する健康診査の本県の受診率は、
35.9％（平成 30(2018)年度）であり、

 課  題 

○ 発症後の速やかな救命処
置と、専門的な診療が可能
な医療機関への迅速な搬送
が重要です。

○ 年齢調整死亡率は減少傾
向にあるものの、医療機能
の充実と生活習慣の改善を
一層図っていく必要があり
ます。

○ 生活習慣病の発症は、食
生活や運動などの生活習慣
に深く関わっていることを
すべての県民が理解するよ
う、周知に努める必要があ
ります。 
○ 受診率の向上と、医療保
険者ごとの受診率の格差解
消に努める必要がありま
す。

 現  状 
１ 心疾患の患者数等 
○ 平成26年患者調査（厚生労働省）で、
虚血性心疾患の受療率（人口10万人対）
をみると、入院受療率は、全国が12人に
対して本県は9人、外来受療率は、全国
が47人に対して本県は36人です。 
○ 本県の虚血性心疾患の年齢調整死亡
率（人口10万対）は、男性が平成17
（2005）年は44.1（42.2）、平成22（2010）
年は33.5（36.9）、平成27（2015）年は
26.3（31.3）、女性が平成17（2005）年
は20.1（18.5）、平成22（2010）年は15.4
（15.3）、平成27（2015）年は11.6（11.8）
となっています。   *（ ）は全国値

２ 予防
 ○ 高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、
過度の飲酒などは、心筋梗塞の危険因
子とされており、生活習慣の改善や適
切な治療が重要です。 

 ○ 平成 20（2008）年度から、医療保険
者による特定健康診査・特定保健指導
が実施されており、本県の特定健康診
査実施率は 51.6％（平成 27（2015）年
度）、定保健指導実施率は 19.3％（平成
27（2015）年度）です。（全国の特定健
康診査実施率：50.1％、特定保健指導実
施率 17.5％） 
また、後期高齢者医療の被保険者が
受診する健康診査の本県の受診率は、
35.1％（平成 27（2015）年度）であり、

 課  題 

○ 発症後の速やかな救命処
置と、専門的な診療が可能
な医療機関への迅速な搬送
が重要です。

○ 年齢調整死亡率は減少傾
向にあるものの、医療機能
の充実と生活習慣の改善を
一層図っていく必要があり
ます。

○ 生活習慣病の発症は、食
生活や運動などの生活習慣
に深く関わっていることを
すべての県民が理解するよ
う、周知に努める必要があ
ります。 
○ 受診率の向上と、医療保
険者ごとの受診率の格差解
消に努める必要がありま
す。

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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保健指導は県内の 28 市町村において
実施されています。（全国の健康診査受
診率：29.4％） 

３ 医療提供体制 
 ○ 令和元（2019）年10月1日現在、心臓
血管外科又は心臓外科を標榜している
病院は44病院です。 

○ 平成30（2018）年12月31日現在、主た
る診療科が心臓血管外科の医師数は
175人（人口10万対2.3人、全国2.5人）、
循環器内科の医師数は623人（人口10万
対8.3人、全国10.0人）です。（平成30年
医師・歯科医師・薬剤師統計） 
○ 心臓カテ－テル法による諸検査を実
施できる施設は59病院です。（表2-3-1）

４ 愛知県医師会の急性心筋梗塞システム
  ○ 県医師会の急性心筋梗塞システムで
は、急性心筋梗塞発症者の救急医療確
保のため、年間を通して24時間体制で
救急対応可能な44医療機関を指定して
います。（表2-3-2） 

５ 医療連携体制 
○ 高度救命救急医療機関（「医療連携体
系図の説明」参照）は平成31（2019）
年4月1日時点で27病院です。（表2-3-1）
○ 愛知県医療機能情報公表システム
（令和2年度調査）によると、経皮的冠
動脈形成術は74病院で5,356件、経皮的
冠動脈ステント留置術は77病院で
11,705件実施されています。(表2-3-1)
○ 医療圏別に見ると、高度救命救急医
療機関や循環系領域における治療病院
のないところがあります。

○ 救急要請（覚知）から医療機関への収
容までに要した平均時間は、全国が
39.4分に対し、本県は32.1分となって
います。 

○ 重篤な救急患者のため
に、救急医療提供体制と連
携医療システムの整備を進
める必要があります。

○ 救急隊が「心筋梗塞疑い」
と判断するものについて
は、「傷病者の搬送及び受入
れの実施に関する基準」を
策定し、平成24（2012）年4
月1日から運用を開始して
います。今後は、当該基準の
運用状況について、消防機
関と医療機関の双方が有す
る情報を調査・分析し、必要
があるときは見直しを行う
必要があります。 
○ 急性期の心血管疾患にお
いて、経皮的冠動脈形成術

保健指導は県内の 22 市町村において
実施されています。（全国の健康診査受
診率：27.6％） 

３ 医療提供体制 
 ○ 平成29（2017）年10月1日現在、心臓
血管外科又は心臓外科を標榜している
病院は43病院です。 

○ 平成26（2014）年12月31日現在、主た
る診療科が心臓血管外科の医師数は
169人（人口10万対2.3人、全国2.4人）、
循環器内科の医師数は612人（人口10万
対8.1人、全国9.4人）です。（平成26年
医師・歯科医師・薬剤師調査） 
○ 心臓カテ－テル法による諸検査を実
施できる施設は75病院です。（表2-3-1）

４ 愛知県医師会の急性心筋梗塞システム
  ○ 県医師会の急性心筋梗塞システムで
は、急性心筋梗塞発症者の救急医療確
保のため、年間を通して24時間体制で
救急対応可能な45医療機関を指定して
います。（表2-3-2） 

５ 医療連携体制 
○ 高度救命救急医療機関（「医療連携体
系図の説明」参照）は平成29（2017）
年度時点で35病院です。（表2-3-1）
○ 愛知県医療機能情報公表システム
（平成29年度調査）によると、経皮的冠
動脈形成術は61病院で4,870件、経皮的
冠動脈ステント留置術は63病院で
11,227件実施されています。(表2-3-1)
○ 医療圏別に見ると、高度救命救急医
療機関や循環系領域における治療病院
のないところがあります。

○ 救急要請（覚知）から医療機関への収
容までに要した平均時間は、全国が
39.4分に対し、本県は32.1分となって
います。 

○ 重篤な救急患者のため
に、救急医療提供体制と連
携医療システムの整備を進
める必要があります。

○ 救急隊が「心筋梗塞疑い」
と判断するものについて
は、「傷病者の搬送及び受入
れの実施に関する基準」を
策定し、平成24（2012）年4
月1日から運用を開始して
います。今後は、当該基準の
運用状況について、消防機
関と医療機関の双方が有す
る情報を調査・分析し、必要
があるときは見直しを行う
必要があります。 
○ 急性期の心血管疾患にお
いて、経皮的冠動脈形成術
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○ 虚血性心疾患により救急搬送された
患者数（人口10万人対）をみると、全国
が0.5に対し、本県は0.3となっていま
す。（平成26年患者調査）
○ 令和2(2020)年度高齢者疾患医療連
携体制推進事業（名古屋大学）による
と、急性心筋梗塞・狭心症・大動脈解離
の患者の多くが、他の医療圏へ流出し
ている医療圏があります。
○ 「愛知県地域医療構想」に定める令和

7(2025)年の必要病床数と令和元(2019)
年の病床数を比較すると、県全体で回
復期の医療機能は11,065床の不足とな
っています。
○ 心大血管疾患リハビリテーション料
を算定している病院は54か所ありま
す。（愛知医療機能情報公表システム
（令和2年度調査）） 
○ 本県における虚血性心疾患の退院患
者平均在院日数は11.6日であり、全国平
均の8.3日と比べて長くなっています。
（平成26年患者調査） 
○ 在宅等の生活の場に復帰した患者の
割合は、全国が93.9％に対し、本県は
94.2％となっています。（平成26年患者
調査） 

６ 応急手当・病院前救護 
○ 突然の心停止に対して高い効果があ
るとされる薬剤（アドレナリン）投与
の処置が救急救命士に認められてお
り、本県では、地域のメディカルコン
トロール協議会により薬剤投与の処置
を行うことのできる救急救命士の確保
に努めています。 
○ 突然の心停止に対しては、できるだ
け早くＡＥＤ（自動体外式除細動器）
を使用して除細動（心臓のふるえを取
り除くこと）を行うことが必要です。
本県では、平成19（2007）年4月からホ

等の治療法の対応が望まれ
ますが、機能が不足してい
る医療圏では今後も隣接す
る医療圏の病院と機能連携
を図っていく必要がありま
す。
○ 慢性心不全患者は、心不
全増悪による再入院を繰り
返しながら、身体機能が悪
化することが特徴であり、
慢性心不全患者の再入院率
改善のためには、薬物療法、
運動療法、患者教育等を含
む多面的な介入を、入院中
から退院後まで継続して行
うことが重要です。
○ 回復期の医療機能の病床
の充足が必要です。
○ 病床の機能の分化と連携
の推進等により、平均在院
日数の短縮を進める必要が
あります。 
○ 急性期を脱し、在宅復帰
後においても、基礎疾患や
危険因子（高血圧、脂質異常
症、喫煙、糖尿病等）の管理
が継続的に行われる必要が
あります。

○ 虚血性心疾患により救急搬送された
患者数（人口10万人対）をみると、全国
が0.5に対し、本県は0.3となっていま
す。（平成26年患者調査）
○ DPC導入の影響評価に係る調査（平
成26（2014）年度）によると、急性心
筋梗塞・狭心症・大動脈解離の患者の多
くが、他の医療圏へ流出している医療
圏があります。
○ 「愛知県地域医療構想」に定める平成

37（2025）年の必要病床数と平成27
（2015）年の病床数を比較すると、県
全体で回復期の医療機能は13,326床の
不足となっています。
○ 心大血管疾患リハビリテーション料
を算定している病院は46か所ありま
す。（愛知医療機能情報公表システム
（平成29年度調査）） 
○ 本県における虚血性心疾患の退院患
者平均在院日数は11.6日であり、全国平
均の8.3日と比べて長くなっています。
（平成26年患者調査） 
○ 在宅等の生活の場に復帰した患者の
割合は、全国が93.9％に対し、本県は
94.2％となっています。（平成26年患者
調査） 

６ 応急手当・病院前救護 
○ 突然の心停止に対して高い効果があ
るとされる薬剤（アドレナリン）投与の
処置が救急救命士に認められており、
本県では、地域のメディカルコントロ
ール協議会により薬剤投与の処置を行
うことのできる救急救命士の確保に努
めています。 
○ 突然の心停止に対しては、できるだ
け早くＡＥＤ（自動体外式除細動器）を
使用して除細動（心臓のふるえを取り
除くこと）を行うことが必要です。本県
では、平成19（2007）年4月からホーム

等の治療法の対応が望まれ
ますが、機能が不足してい
る医療圏では今後も隣接す
る医療圏の病院と機能連携
を図っていく必要がありま
す。
○ 慢性心不全患者は、心不
全増悪による再入院を繰り
返しながら、身体機能が悪
化することが特徴であり、
慢性心不全患者の再入院率
改善のためには、薬物療法、
運動療法、患者教育等を含
む多面的な介入を、入院中
から退院後まで継続して行
うことが重要です。
○ 回復期の医療機能の病床
の充足が必要です。
○ 病床の機能の分化と連携
の推進等により、平均在院
日数の短縮を進める必要が
あります。 
○ 急性期を脱し、在宅復帰
後においても、基礎疾患や
危険因子（高血圧、脂質異常
症、喫煙、糖尿病等）の管理
が継続的に行われる必要が
あります。
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ームページ「あいちＡＥＤマップ」を
開設し、全国に先駆けＡＥＤの設置に
関する情報を県民の皆様に提供してい
ます。 

ページ「あいちＡＥＤマップ」を開設
し、全国に先駆けＡＥＤの設置に関す
る情報を県民の皆様に提供していま
す。 

【今後の方策】 
○ 愛知県循環器病対策推進計画を策定し、心筋梗塞等の心血管疾患対策
を総合的かつ計画的に推進していきます。
○ 疾患予防のため、個々の生活習慣と疾患との関連について県民の理
解を深めるとともに、早期発見・早期治療のため、関係機関と連携し、
特定健康診査受診率向上に向けた取組を支援していきます。
○ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の運用状況について、
消防機関と医療機関の双方が有する情報を調査・分析し、必要があると
きは見直しを行っていきます。
○ 発症後の急性期医療からリハビリテ－ションに至る治療体制の整備

を  進めていきます。
○ 不足が見込まれる回復期の医療機能が充足できるよう、病床の転換等
を支援します。
○ 医療機能が十分でない医療圏については、隣接する医療圏との連携が
図られるようにします。

【今後の方策】 
（新規）

○ 疾患予防のため、個々の生活習慣と疾患との関連について県民の理
解を深めるとともに、早期発見・早期治療のため、関係機関と連携し、
特定健康診査受診率向上に向けた取組を支援していきます。
○ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の運用状況について、
消防機関と医療機関の双方が有する情報を調査・分析し、必要があると
きは見直しを行っていきます。
○ 発症後の急性期医療からリハビリテ－ションに至る治療体制の整備

を進めていきます。
○ 不足が見込まれる回復期の医療機能が充足できるよう、病床の転換等
を支援します。
○ 医療機能が十分でない医療圏については、隣接する医療圏との連携が
図られるようにします。
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第４節 糖尿病対策 
 【現状と課題】                  

第２節 公的病院等の役割を踏まえた医療機関相互の連携のあり方 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ 糖尿病の現状 
○ 平成 28(2016)年の国民健康・栄養調
査結果によると、「糖尿病が強く疑われ
る者」は約 1,000 万人と推計され、平
成９(1997)年以降増加しています。ま
た、「糖尿病の可能性を否定できない
者」も約 1,000 万人と推計され、平成
９(1997)年以降増加していましたが、
平成 19(2007)年以降減少しています。
また、「強く疑われる人」の治療状況
については、「ほとんど治療を受けたこ
とがない」と回答した人が約２割と報
告されています。
○ 平成 30(2018)年度の特定健診（40 歳
～74歳）の実施結果から愛知県におけ
るメタボリックシンドローム該当者と
予備群は約 47万人（27.0％）です。 
○ 糖尿病は、新規透析原因の第1位、成
人中途失明原因の第３位であり、糖尿
病腎症による透析は、近年はほぼ横ば
いで推移しています。（図2-4-①） 
 糖尿病腎症による年間新規透析導入
患者数（人口10万対）は、全国が12.7人
に対し、本県は11.9人です。（平成
30(2018)年日本透析医学会「わが国の
慢性透析療法の現況」） 

２ 糖尿病予防・重症化予防
○ 糖尿病は、１型糖尿病とわが国の糖
尿病の大部分を占める２型糖尿病に分
けられます。このうち２型糖尿病の発
症には肥満や食生活、運動、ストレス

 課  題  

○ 糖尿病の疑いがあるまま
の放置や治療中断は、腎症
や神経障害、網膜症などの
重症合併症につながりやす
いことから、自らが定期的
に診察を受け、早期に生活
習慣改善ができる体制づく
りや糖尿病の正しい知識の
普及・啓発が必要です。 

○ 糖尿病腎症による新規透
析導入患者数の抑制を図る
必要があります。

○ メタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）は、糖
尿病等の基礎病態であるこ
とが多いため、特定健診の

 現  状 
１ 糖尿病の現状 
○ 平成 28(2016)年の国民健康・栄養調
査結果によると、「糖尿病が強く疑われ
る者」は約 1,000 万人と推計され、平
成９(1997)年以降増加しています。ま
た、「糖尿病の可能性を否定できない
者」も約 1,000 万人と推計され、平成
９(1997)年以降増加していましたが、
平成 19(2007)年以降減少しています。
また、「強く疑われる人」の治療状況
については、「ほとんど治療を受けたこ
とがない」と回答した人が約２割と報
告されています。
○ 平成 27(2015)年度の特定健診（40 歳
～74歳）の実施結果から愛知県におけ
るメタボリックシンドローム該当者と
予備軍は約 41万人（25.7％）です。 
○ 糖尿病は、新規透析原因の第1位、成
人中途失明原因の第２位であり、糖尿
病腎症による透析は増加傾向にありま
す。（図2-4-①） 
 糖尿病腎症による年間新規透析導入
患者数（人口10万対）は、全国が12.6人
に対し、本県は11.1人です。（平成
27(2015)年日本透析医学会「わが国の
慢性透析療法の現況」） 

２ 糖尿病予防
○ 糖尿病は、１型糖尿病とわが国の糖
尿病の大部分を占める２型糖尿病に分
けられます。このうち２型糖尿病の発
症には肥満や食生活、運動、ストレス等

 課  題  

○ 糖尿病の疑いがあるまま
の放置や治療中断は、腎症
や神経障害、網膜症などの
重症合併症につながりやす
いことから、自らが定期的
に診察を受け、早期に生活
習慣改善ができる体制づく
りや糖尿病の正しい知識の
普及・啓発が必要です。 

○ 糖尿病腎症による新規透
析導入患者数の抑制を図る
必要があります。

○ メタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）は、糖
尿病等の基礎病態であるこ
とが多いため、特定健診の

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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等の生活習慣が密接に関連していま
す。
また、受療中にも関わらずコントロ
ールが不良な患者が多い状況にありま
す。 
○ 本県の平成30(2018)年度の特定健康
診査実施率は 55.6％（全国 54.7％）、
特定保健指導実施率は 25.0％（全国
23.2％）です。また、後期高齢者医療の
被保険者が受診する健康診査の本県の
受診率は、35.9％（平成 30(2018)年度）
であり、保健指導は県内の 28市町村に
おいて実施されています。（全国の健康
診査受診率：29.4％） 
○ 平成28(2016)年愛知県生活習慣関連
調査によると、健診の結果、肥満・糖尿
病・血中の脂質異常等に関する指摘を
受け、保健指導あるいは医療機関を受
診するように勧められた者のうち、
13.5％が「何もしていない」と回答し
ています。 
○ 本県では、糖尿病指導者養成や飲食
店等における栄養成分表示の定着促進
など人・環境・情報の整備を図ってい
ます。 

３ 医療提供体制 
 ○ 平成 30(2018)年 12 月 31 日現在、
主たる診療科が糖尿病内科(代謝内科)
の医師数は 307人（人口 10 万対 4.2
人、全国 4.1 人）です。（表 2-4-1） 
○ 愛知県医療機能情報公表システム
（令和 2(2020)年度調査）によると食
事療法、運動療法、自己血糖測定の糖
尿病患者教育を実施している病院は
263 施設あります。 

   また、インスリン療法を実施してい
る病院は、282 施設あり、糖尿病の重症
化予防に向けて取り組んでいます。 

受診率を高め早期のリスク
改善を促す必要がありま
す。 
○ 糖尿病ハイリスク者に対
して、健診後の適切な保健
指導、受診勧奨を行う必要
があります。
○ 糖尿病の予防、重症化予
防には、県民を支援してい
く体制づくりが重要です。

の生活習慣が密接に関連しています。
また、受療中にも関わらずコントロ
ールが不良な患者が多い状況にありま
す。 

○ 本県の平成27(2015)年度の特定健康
診査実施率は 51.6％（全国 50.1％）、
特定保健指導実施率は 19.3％（全国
17.5％）です。また、後期高齢者医療の
被保険者が受診する健康診査の本県の
受診率は、35.1％（平成 27(2015)年度）
であり、保健指導は県内の 22市町村に
おいて実施されています。（全国の健康
診査受診率：27.6％） 
○ 平成 28(2016)年愛知県生活習慣関連
調査によると、健診の結果、肥満・糖尿
病・血中の脂質異常等に関する指摘を
受け、保健指導あるいは医療機関を受
診するように勧められた者のうち、
13.5％が「何もしていない」と回答して
います。 
○ 本県では、糖尿病指導者養成や飲食
店等における栄養成分表示の定着促進
など人・環境・情報の整備を図っていま
す。 

３ 医療提供体制 
 ○ 平成 26(2014)年 12 月 31 日現在、
主たる診療科が糖尿病内科(代謝内科)
の医師数は 256 人（人口 10 万対 3.4
人、全国 3.5 人）です。（表 2-4-1） 
○ 愛知県医療機能情報公表システム
（平成 29(2017)年度調査）によると食
事療法、運動療法、自己血糖測定の糖尿
病患者教育を実施している病院は 219
施設あります。 

   また、インスリン療法を実施してい
る病院は、236 施設あり、糖尿病の重症
化予防に向けて取り組んでいます。 

受診率を高め早期のリスク
改善を促す必要がありま
す。 
○ 糖尿病ハイリスク者に対
して、健診後の適切な保健
指導、受診勧奨を行う必要
があります。
○ 糖尿病の予防、重症化予
防には、県民を支援してい
く体制づくりが重要です。
また、糖尿病重症化予防
プログラムの策定により医
療機関との連携をより強化
していくことが求められて
います。今後とも、保健所・
市町村・職域・医療機関等が
連携して、人・環境・情報の
整備を一層進める必要があ
ります。
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４ 医療連携体制 
○ 重症化や合併症対応が可能な糖尿病
専門医や内分泌代謝科専門医の状況は
表2-4-1のとおりで各医療圏にいます。

○ 歯周病は、糖尿病と深い関係があるこ
とから、糖尿病の合併症の一つとされ
ており、本県では医科・歯科連携の取
組を行っています。 

○ 地域において病院、診療
所、歯科診療所がそれぞれ
の機能を生かした役割分担
を行い、病診連携及び病病
連携を推進する必要があり
ます。 

○ 糖尿病の合併症である歯
周病の重症化を予防する必
要性からも歯科診療所との
連携促進が必要です。 

４ 医療連携体制 
○ 重症化や合併症対応が可能な糖尿病
専門医や内分泌代謝科専門医の状況は
表2-4-1のとおりで各医療圏にいます。

○ 歯周病は、糖尿病と深い関係があるこ
とから、糖尿病の合併症の一つとされ
ており、本県では医科・歯科連携の取組
を行っています。 

○ 地域において病院、診療
所、歯科診療所がそれぞれ
の機能を生かした役割分担
を行い、病診連携及び病病
連携を推進する必要があり
ます。 

○ 糖尿病の合併症である歯
周病の重症化を予防する必
要性からも歯科診療所との
連携促進が必要です。 

【今後の方策】 
 ○ 若年からの教育や正しい生活習慣の在り方を習得することによる予
防効果が大きいことから、学校保健や産業保健と連携して予防対策を
推進していきます。 
○ 関係機関と連携し特定健康診査の受診率の向上や特定保健指導の実
施率の向上に取り組んでいきます。 
○ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進等により、発症予防・重症
化予防を行う市町村及び保険者等の情報共有や協力連携体制の構築を
進めていきます。 

 ○ 県民自ら栄養面からの適切な健康管理が行える環境づくりを推進す
るため、関係機関と連携して飲食物への栄養成分表示を推進すること
などに努めていきます。 

 〇 糖尿病患者が適切な治療を受けることができる、歯科診療所を含め
た診診連携、病診連携を推進することにより、糖尿病の各段階に合わせ
た効果的・効率的な糖尿病医療の提供を図ります。 

【今後の方策】 
 ○ 若年からの教育や正しい生活習慣の在り方を習得することによる予
防効果が大きいことから、学校保健や産業保健と連携して予防対策を
推進していきます。 
○ 関係機関と連携し特定健康診査の受診率の向上や特定保健指導の実
施率の向上に取り組んでいきます。 
○ 発症予防・重症化予防を行う市町村及び保険者等の情報共有や協力
連携体制の構築を進めていきます。 

 ○ 県民自ら栄養面からの適切な健康管理が行える環境づくりを推進す
るため、関係機関と連携して飲食物への栄養成分表示を推進すること
などに努めていきます。 

 〇 糖尿病患者が適切な治療を受けることができる、歯科診療所を含め
た診診連携、病診連携を推進することにより、糖尿病の各段階に合わせ
た効果的・効率的な糖尿病医療の提供を図ります。 

1
1
0



111



112



113


